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主催  

（八王子市市民活動支援センター） 

 

 

平成 30 年 10 月 1 日に改正 NPO 法が全面施行されます。これまで毎年登記が必要だった

「資産の総額」が登記事項から削除され、NPO 法人の事務負担は軽減されますが、代わりに  

貸借対照表の公告が義務化されます。 

公告は、定款に定めた方法で行う必要がありますが、現状、多くの法人は公告方法を「官報」と

定めています。このままでは、毎年 7～8 万円をかけて貸借対照表を官報に公告しなければなり

ません。定款変更には総会の議決が必要です。3 月決算の団体が総会を行う直前のこの時期に

具体的な対応方法を解説する講座を開催します。 

    

 

 

 

会 場：ＮＰＯさぽーと８０２（八王子市市民活動支援センター） 

     八王子市旭町 12-1 ファルマ８０２ビル 5 階 

講 師：認定ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

     代表理事 関口 宏聡さん 

持ち物：法人の定款 

参加費：無料          定 員：２０名 

◎ NPO さぽーと 802 へのアクセス 
ＪＲ八王子駅より東放射線アイロードに沿って徒歩５分。 
京王八王子駅より同じく徒歩３分。 
保健所の向かい、ファルマ８０２ビルの５階です。 
（１階が薬剤センター） 

改正 NPO 法については、下記をご覧ください。 

    

 

 

 


